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１．はじめに 

本資料は，敦賀発電所１号炉の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している使用済

燃料の崩壊熱が初回申請時からさらに減少し，燃料プール冷却系による冷却

が不要となったことを受け，使用済燃料の冷却に係る性能維持施設の見直し

の考え方について整理するものである。 

 

２．使用済燃料の冷却に係る性能維持施設の変更内容 

「発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基

準（以下「審査基準」という。）」における使用済燃料の冷却に係る要求事項

としては，「２）核燃料物質の貯蔵施設」，「５）解体中に必要なその他の施設」

の要求があり，それぞれの要求事項及び変更認可前後での要求機能と具体的

な性能維持施設の整理は以下の通り。 

 

（１）核燃料物質貯蔵施設 

審査基準では核燃料物質の貯蔵施設について所要の性能を維持管理する

ことが必要とされている。 

核燃料物質貯蔵施設の所要の性能とは，設置許可本文「二（ロ）核燃料

物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力」に示す機能を満足することであり，具

体的には「臨界防止機能」，「冷却・浄化機能」，「使用済燃料プール水補給

機能」，「水位の監視機能」，「漏えいの監視機能」及び「放射線遮蔽機能」

である。 

廃止措置では，新燃料及び使用済燃料を当該炉から搬出するまで貯蔵す

る必要があるため，廃止措置計画認可時点ではこれらの機能を有する設備

を維持することとしていた。 

その後，使用済燃料の崩壊熱の減少により自然放熱での冷却が可能とな
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ったため，使用済燃料貯蔵設備の「冷却・浄化機能」を「浄化機能」のみ

へ変更する。 

変更認可前後における維持機能及び性能維持施設は次のとおりである。 

 

【変更前】 

維持機能 性能維持施設 

臨界防止機能 

新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備 

（２号炉原子炉建屋内）

１号炉使用済燃料

ラック 

使用済燃料貯蔵設備 

（１号炉原子炉建物内）

使用済燃料プール 

水位警報装置 

漏水検知装置 

燃料プール冷却系 

冷却・浄化機能 

使用済燃料プール水補

給機能 

水位の監視機能 

漏えいの監視機能 

放射線遮蔽機能 

使用済燃料プール水補

給機能 
復水貯蔵タンク 

 

【変更後】 

維持機能 性能維持施設 

臨界防止機能 

新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備 

（２号炉原子炉建屋内）

１号炉使用済燃料

ラック 

使用済燃料貯蔵設備 

（１号炉原子炉建物内）

使用済燃料プール 

水位警報装置 

漏水検知装置 

燃料プール冷却系 

浄化機能 

使用済燃料プール水補

給機能 

水位の監視機能 

漏えいの監視機能 

放射線遮蔽機能 
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使用済燃料プール水補

給機能 
復水貯蔵タンク 

 

（２）解体中に必要なその他の施設 

① 非常用電源設備 

審査基準では商用電源を喪失した際，解体中の原子炉施設の安全確保

上必要な場合には，適切な容量の電源を確保し，維持管理することが必

要とされている。 

このため，廃止措置計画認可時点では使用済燃料を使用済燃料貯蔵設

備に貯蔵している間は，使用済燃料の冷却が必要であり，商用電源を喪

失した際においても冷却を行う必要があったため，商用電源を喪失した

際に使用済燃料貯蔵設備の冷却のために必要な「電源供給機能」を有す

る設備を維持管理することとしていた。 

その後，使用済燃料の崩壊熱の減少により自然放熱での冷却が可能と

なったことから，商用電源喪失時にディーゼル発電機による電源供給機

能は不要となる。 

変更認可前後における維持機能及び性能維持施設は次のとおりである。 

 

【変更前】 

維持機能 性能維持施設 

電源供給機能 
ディーゼル発電機 

蓄電池 

 

【変更後】 

維持機能 性能維持施設 

電源供給機能 蓄電池 
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② その他の安全確保上必要な設備 

審査基準では，その他の安全確保上必要な設備（照明設備，補機冷却

設備等）の維持が必要とされている。 

廃止措置計画認可時点では，廃止措置の安全確保上，使用済燃料を冷

却する必要があるため，使用済燃料貯蔵設備の冷却に必要な「補機冷却

機能」を有する設備を維持することとしていた。 

その後，使用済燃料の崩壊熱の減少により自然放熱での冷却が可能と

なったことから，本要求事項に基づく原子炉補機冷却系の維持は不要と

なる。 

変更認可前後における維持機能及び維持対象設備は次のとおりである。 

 

【変更前】 

維持機能 性能維持施設 

補機冷却機能 
原子炉補機冷

却系 

熱交換器 

補機冷却水ポンプ 

補機冷却用海水ポンプ 

 

【変更後】 

維持機能 性能維持施設 

該当なし 該当なし 

 

以上の整理に基づき，変更後の性能維持施設の範囲については，図１のとお

りである。 
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図１ 変更後における使用済燃料冷却に係る性能維持施設範囲 

 

 

３．使用済燃料の冷却に係る性能維持施設の見直しに対する具体的影響確認 

原子炉補機冷却設備，補機冷却海水設備，及びディーゼル発電機を性能維

持施設から除外することについて，それぞれの具体的な冷却先及び負荷先に

熱交換器 浄化設備

燃料貯蔵ラック

復水貯蔵
タンク

サージ
タンク

各負荷へ

熱交換器

放水口 取水口

原子炉補機
冷却水ポンプ

使用済燃料プール
冷却水ポンプ

補機冷却用
海水ポンプ

使用済燃料貯蔵設備

原子炉補機冷却設備

補機冷却海水設備

変更後に維持管理対象から外れる範囲
変更後も維持管理対象となる範囲
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対し影響がないことを確認する。 

なお，ここでは原子炉補機冷却設備及び補機冷却海水設備を「補機冷却設

備」，ディーゼル発電機を「ＤＧ」という。 

 

３．１ 補機冷却設備による冷却水供給の要否について 

補機冷却設備による性能維持施設への冷却水の供給先について，冷却水供

給が必要かどうかを確認した結果を表１に示す。 

使用済燃料が自然放熱による冷却が可能となった以降は，補機冷却設備に

よる冷却は不要であることを確認した。このため，補機冷却設備については，

廃止措置計画の性能維持施設から除外する。 

 

３．２ ＤＧによる電源供給の要否について 

電源が必要な性能維持施設に対して電源供給が必要かどうかを確認した結

果を表２に示す。 

使用済燃料が自然放熱による冷却が可能となった以降は，いずれの設備に

ついても交流電源で作動するものについては電源供給が必須なものではなく，

直流電源で作動するものは蓄電池による電源供給が可能であるため，ＤＧに

よる電源供給は必須でないことを確認した。このため，ＤＧについては，廃

止措置計画の性能維持施設から除外する。 
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表
１
 
性
能
維
持
施
設
と
し
て
の
補
機
冷
却
設
備
の
必
要
性
 

 

補
機

冷
却

設
備
 

冷
却

水
供

給
先
 

補
機

冷
却

設
備

に

よ
る

冷
却

水
供

給

の
要

否
 

説
明
 

変
更

前
 

変
更

後
 

原
子

炉
補

機
冷

却
設

備
 

 
・

熱
交

換
器
 

 
・

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
 

（
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

系
）
 

○
 

×
 

使
用

済
燃

料
が

自
然

放
熱

に
よ

る
冷
却

が
可

能
に
な
れ

ば
、
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

に
よ

る
冷

却
水

の
供
給

は
必

要
な
く
な

る
。

 

補
機

冷
却

海
水

設
備
 

（
補

機
冷

却
用

海
水

ポ
ン

プ
）

 

原
子

炉
補

機
冷

却
設

備
 

 
・

熱
交

換
器
 

 
・

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ
 

○
 

×
 

使
用

済
燃

料
が

自
然

放
熱

に
よ

る
冷
却

が
可

能
に
な
れ

ば
、
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

に
よ

る
冷

却
水

の
供
給

は
必

要
な
く
な

る
た

め
、
原

子
炉

補
機

冷
却

設
備

へ
の

海
水

供
給
は

不
要

で
あ
る
。
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表
２
 
Ｄ
Ｇ
に
よ
る
電
源
供
給
の
要
否
に
つ
い
て
（
１
／
４
）
 

 

電
源
が
必

要
な
性

能
維
持

施
設

 
維
持
機
能

 
Ｄ
Ｇ
に
よ

る

電
源
供
給

先
 

Ｄ
Ｇ
に
よ

る
電
源

供
給
要
否

 
説
明

 

施
設
区
分

 
設
備
等
の

区
分

 
設
備
（
建

屋
名
称

）
 

変
更
前

 
変
更
後

 

核
燃
料

物
質
の

取
扱
施

設
及
び

貯
蔵
施
設

 

核
燃

料
物

質
取

扱

設
備

 

燃
料
取
扱

装
置
（
１
号

炉
原
子

炉

建
物
内
）

 
燃
料
取
扱

機
能

 

臨
界
防
止

機
能

 

燃
料
落
下

防
止
機

能
 

〇
 

×
 

×
 

停
電

時
は

燃
料

取
扱

作
業

が
行

わ
れ

な
い

こ

と
，
ま

た
，
燃
料
取
扱
作
業

中
に
停
電
が

発
生
し

た
場

合
，

燃
料

体
を

保
持

す
る

設
計

と
な

っ
て

い
る
た
め

。
 

原
子
炉
建

物
ク
レ

ー
ン
（
１
号

炉

原
子
炉
建

物
内
）

 
×
 

×
 

×
 

―
 

核
燃

料
物

質
貯

蔵

設
備

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設
備
（
１

号
炉

原
子
炉
建

物
内
）
 

水
位

警
報

装

置
 

水
位
の
監

視
機
能

 
〇
 

×
 

×
 

停
電

時
は

，
自

主
設

備
と

し
て

設
置

し
て

い
る

水
位

計
や

現
地

に
よ

る
水

位
確

認
を

行
う

た

め
，
停
電

時
の
電
源
供
給

は
必

須
で
は
な

い
。

 

漏
水

検
知

装

置
 

漏
え
い
の

監
視
機

能
 

〇
 

×
 

×
 

停
電

時
は

，
上

記
の

水
位

計
に

よ
り

漏
え

い
監

視
が

可
能

で
あ

る
た

め
，

停
電

時
の

電
源

供
給

は
必
須
で

は
な
い
。
な

お
，
現

地
で
の
漏

え
い
監

視
も
可
能

で
あ
る
。

 

燃
料

プ
ー

ル

冷
却
系

 

冷
却
・
浄

化
機
能

 
〇
 

〇
 

×
 

使
用

済
燃

料
の

冷
却

が
不

要
に

な
れ

ば
，

冷
却

機
能
は
維

持
す
る
必
要
は

な
い

。
 

浄
化

機
能

に
つ

い
て

は
，

不
純

物
の

持
ち

込
み

が
な

け
れ

ば
急

激
な

水
質

悪
化

が
な

く
，

時
間

的
裕

度
が

あ
る

た
め

，
停

電
時

の
浄

化
は

必
須

で
は
な
い

。
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表
２
 
Ｄ
Ｇ
に
よ
る
電
源
供
給
の
要
否
に
つ
い
て
（
２
／
４
）
 

 

電
源
が
必

要
な
性

能
維
持

施
設

 
維
持
機
能

 
Ｄ
Ｇ
に
よ

る

電
源
供
給

先
 

Ｄ
Ｇ
に
よ

る
電
源

供
給
要
否

 
説
明

 

施
設
区
分

 
設
備
等
の

区
分

 
設
備
（
建

屋
名
称

）
 

変
更
前

 
変
更
後

 

放
射
性

廃
棄
物

の
廃
棄
施

設
 

液
体

廃
棄

物
の

廃

棄
設
備

 

機
器
ド
レ

ン
系

 
ろ
過
装
置

 

放
射
性
廃

棄
物
処

理

機
能

 

×
 

×
 

×
 

―
 

床
ド
レ
ン

系
 

蒸
発

濃
縮

装

置
 

×
 

×
 

×
 

―
 

再
生
廃
液

系
 

蒸
発

濃
縮

装

置
 

×
 

×
 

×
 

―
 

固
体

廃
棄

物
の

廃

棄
設
備

 

ア
ス
フ
ァ

ル
ト
固

化
装
置

 
放
射
性
廃

棄
物
処

理

機
能

 
×
 

×
 

×
 

―
 

放
射
線

管
理
施

設
 

屋
内

管
理

用
の

主

要
な
設
備

 

放
射

線
監

視
装

置
 

固
定

エ
リ

ア
・
モ
ニ

タ
 

放
射
線
監

視
機
能

 

〇
 

×
 

×
 

固
定
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
は
，
管
理

区
域
内
の

変
動
・

人
が

駐
在

・
作

業
等

の
立

入
の

あ
る

エ
リ

ア
に

設
置

し
て

お
り

，
停

電
時

は
作

業
を

中
断

す
る

と
と

も
に

，
必

要
に

応
じ

て
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

等
に
よ
る

監
視
を
行
う
。

 

半
固

定
放

射

線
検
出
器

 
〇
 

×
 

×
 

半
固

定
放

射
線

検
出

器
は

，
管

理
区

域
内

か
ら

作
業

員
が

退
出

す
る

際
の

体
表

面
汚

染
を

測
定

す
る

た
め

に
設

置
し

て
お

り
，

停
電

時
は

サ
ー

ベ
イ
メ
ー

タ
に
よ
り
測
定

可
能

で
あ
る
。
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表
２
 
Ｄ
Ｇ
に
よ
る
電
源
供
給
の
要
否
に
つ
い
て
（
３
／
４
）
 

 

電
源
が
必

要
な
性

能
維
持

施
設

 
維
持
機
能

 
Ｄ
Ｇ
に
よ

る

電
源
供
給

先
 

Ｄ
Ｇ
に
よ

る
電
源

供
給
要
否

 
説
明

 

施
設
区
分

 
設
備
等
の

区
分

 
設
備
（
建

屋
名
称

）
 

変
更
前

 
変
更
後

 

放
射
線

管
理
施

設
 

屋
外

管
理

用
の

主

要
な
設
備

 

排
気
筒
モ

ニ
タ

 

放
射
線
監

視
機
能

 

管
理
放
出

機
能

 

〇
 

×
 

×
 

施
設
内
の

揮
発
性
放
射
性

物
質
（
希
ガ

ス
・
よ
う

素
）
に

つ
い
て

は
，
使
用
済

燃
料
が
破
損

し
な
い

限
り

施
設

内
に

発
生

源
は

な
く

，
停

電
時

は
管

理
区

域
内

作
業

を
停

止
す

る
と

と
も

に
，

換
気

系
が

停
止

し
ダ

ン
パ

が
閉

止
す

る
た

め
，

放
射

性
物

質
は

管
理

区
域

外
へ

放
出

さ
れ

な
い

。
ま

た
，
蓄

電
池
に

よ
る
電

源
供
給

も
可
能
で

あ
り

，

さ
ら

に
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

に
よ

り
周

辺
環

境
へ

の
影

響
を

監
視

す
る

こ
と

で
，

Ｄ
Ｇ

に
よ

る
電

源
供

給
が

で
き

な
く

と
も

監
視

可
能

で
あ

る
。

 

補
機
冷
却

海
水
系

モ
ニ
タ

 
〇
 

×
 

×
 

停
電

時
は

海
水

ポ
ン

プ
が

停
止

し
，

排
水

が
行

わ
れ
な
い

。
 

排
水
の
サ

ン
プ
リ

ン
グ
・
モ
ニ

タ

設
備

 
〇
 

×
 

×
 

停
電

時
は

海
水

ポ
ン

プ
が

停
止

し
，

排
水

が
行

わ
れ
な
い

。
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表
２
 
Ｄ
Ｇ
に
よ
る
電
源
供
給
の
要
否
に
つ
い
て
（
４
／
４
）
 

 

電
源
が
必

要
な
性

能
維
持

施
設

 
維
持
機
能

 
Ｄ
Ｇ
に
よ

る

電
源
供
給

先
 

Ｄ
Ｇ
に
よ

る
電
源

供
給
要
否

 
説
明

 

施
設
区
分

 
設
備
等
の

区
分

 
設
備
（
建

屋
名
称

）
 

変
更
前

 
変
更
後

 

原
子
炉

格
納
施

設
 

主
要
な
附

属
設
備

 
原

子
炉

建
物

通

常
用
換
気

系
 

送
風
機

 
換
気
機
能

 
×
 

×
 

×
 

―
 

排
風
機

 
×
 

×
 

×
 

―
 

そ
の
他

主
要
設

備
 

換
気
系

 
タ

ー
ビ

ン
建

物

換
気
系

 

送
風
機

 

換
気
機
能

 

×
 

×
 

×
 

―
 

排
風
機

 
×
 

×
 

×
 

―
 

サ
ー

ビ
ス

建
物

換
気
系

 

送
風
機

 
×
 

×
 

×
 

―
 

排
風
機

 
×
 

×
 

×
 

―
 

廃
棄

物
処

理
建

物
換
気
系

 

送
風
機

 
×
 

×
 

×
 

―
 

排
風
機

 
×
 

×
 

×
 

―
 

照
明
設
備

 
非
常
用
照

明
 

照
明
機
能

 
〇
 

×
 

×
 

停
電
時
は

，
蓄

電
池
に

よ
る
電

源
供
給
を

行
う

。
 

  


